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企
業
と
租
税
負
措

第
三
十
七
巻

四
六
八

第
四
就

二

O

企

業

、r、.

租

税

負

携

汐

見

一一

耳目

由
、
緒

言

大
正
八
牛
度
の
我
圃
歳
出
は
前
古
未
曾
有
の
大
な
る
数
字
を
一
不
し
、
大
正
九
年
度
の
我
岡
歳
出
は
夏
じ
新
し
き

大
な
る
記
鍬
ぞ
掛
さ
ん

l
し
て
ゐ
る
。
歳
時
の
膨
眠
悲
し
き
仁
杓
ら
や
歳
入
之
仁
俳
は
争
、
惑
い
れ
鰹
館
前
不
足
を

生
じ
、
慢
性
的
赤
字
が
年
々
操
返
さ
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

慢
性
的
赤
字
を
克
服
し
、
財
政
を
常
道
に
痩
せ
し
か
る
方
法
と
し
て
は
、
経
常
収
入
の
増
加
を
は
か
る
べ
く
、

而
し
て
奮
税
の
税
率
を
高
め
る
か
、
又
は
新
税
を
起
す
か
が
最
も
有
力
な
る
手
段
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
、

増
税
又
は
新
枕
の
手
段
に
よ
る
と
し
て
も
、
無
限
に
租
税
負
携
を
増
す
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か

の
限
界
を
設
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
今
日
の
如
〈
圃
際
艦
梼
戦
が
煉
烈
と
な
っ
て
来
る
と
、
企
業
に
遁
大
な
る
租

粧
を
負
指
せ
し
h
u
る
事
は
自
国
産
の
園
際
商
品
を
高
債
な
ら
し
む
る
結
果
と
な
り
、
財
界
に
悪
影
響
を
及
ぽ
す
の

で
あ
る
。
悲
に
企
業
を
中
心
と
し
て
園
際
的
租
枕
負
携
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

圃
際
的
租
税
負
携
の
研
究
は
翠
に
租
税
そ
の
も

ω-h負
携
の
大
小
の
み
で
、
之
を
解
決
す
る
事
が
出
来
な
い
。

企
業
の
租
税
負
憶
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
の
圃
家
が
支
出
す
る
樫
費
の
使
途
が
企
業
の
後
蓮
に
向
け
ら
れ
る
が
、



又
は
企
業
の
乱
獲
遣
と
混
交
渉
な
る
か
に
よ
り
、
企
業
が
租
税
負
携
を
戚
や
る
程
度
に
差
を
生
中
る
の
で
あ
4
0
0

然

し
問
題
の
複
雑
を
さ
げ
る
た
め
に
本
研
究
を
専
ら
挟
義
の
租
税
負
携
の
み
に
限
定
し
、
経
費
の
方
面
は
全
く
之
を

顧
臆
サ

F
る
事
と
し
て
企
業
の
租
税
負
擦
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

園
際
的
租
税
負
櫓
の
問
題
は
夙
に
皐
界
の
問
題
と
な
っ
て
ゐ
た
が
、
ペ

Y

ナ
イ
ユ
僚
約
以
後
は
貫
際
界
の
問
題

と
な
り
、
国
際
聯
盟
を
は
じ
め
種
々
の
機
関
に
よ
り
研
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
も
従
来
の
研
究
の
多
〈
は
二
重

の
意
味
に
於
て
棋
附
め
誌
を
副
知
れ
特
な
か
っ
に
め
で
あ
る
。

一
一
ー
は
平
面
的
の
棋
陥
で
あ
っ
て
、
所
得
税
又
は
精
々

所
持
暁
f
・
ブ
ス
偉
業
牧
盛
耽
の
A
H
一
携
を
研
究
す
る
に
止
去
り

b

そ
の
他
の
租
税
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
£
。

は
立
瞳
的
の
快
陥
で
あ
っ
て
、
圃
積
の
み
に
問
題
ぞ
限
定
し
、

地
方
税
に
及
ぱ
中
、

い
は
ん
や
租
税
に
準
十
る
枇

曾
的
負
措
の
如
き
に
至
つ
て
は
全
く
之
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ニ
つ
の
映
陥
を
補
っ
て
企
業
の
租

税
負
曜
を
園
際
的
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
金
て
〉
ゐ
る
の
は
、
最
近
に
於
け
る
濁
逸
帝
国
統
計
局
の
努
力
で
あ
る
。

本
研
究
も
そ
の
統
計
資
料
は
専
ら
ワ

1
グ

1
マ
ン
編
纂
の
濁
逸
帝
園
統
計
局
の
勢
作

H
U
，
宮
山
口

Nm
コ

巴
口
弘

∞
門
巾

zm
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5
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E
H
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と

F
Z
E色
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E
一2
P
2
2
5
z
a
g
m印〈

ma-広
島
問
沿
い
い
と
に
求
め
る
事
と
し
た
の

で
ふ
の
る
。

企
業
の
租
税
負
擦
を
研
究
す
る
に
営
h
ノ
、
所
得
形
態
の
最
も
簡
車
な
石
場
合
よ
り
始
め
る
事
と
し
、
先
づ
勤
勢

所
得
の
租
税
負
携
を
考
察
し
、
・
次
に
勤
勢
k
共
に
各
種
の
生
産
要
素
が
加
味
せ
ら
れ
た
る
企
業
に
つ
き
租
税
負
櫓

を
考
察
す
る
の
順
序
を
と
っ
亡
。

企
業
と
租
税
負
指

第
三
十
七
血
管

四
プて
九

第
四
披



企
業
と
租
積
負
櫓

第
三
十
七
巻

四
七

O

第
四
競

二
、
動
静
所
得
の
租
韓
負
措

ー，

勤
持
所
得
は
勤
勢
の
み
が
生
産
要
素
と
な
っ
て
働
き
其
の
結
果
と
し
て
生
子
る
所
得
で
あ
る
か
ら
、
所
得

を
生
や
る
最
も
軍
純
な
る
場
合
で
あ
る
。
同
時
に
勤
労
所
得
は
所
得
を
受
〈
る
人
の
生
活
と
密
接
な
る
闘
係
に
立

つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
的
要
素
が
直
按
に
影
響
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
輩
純
な
る
形
態
を
と
る
所
の
所

得
で
あ
る
事
と
人
的
要
素
が
直
接
に
影
響
す
る
率
、
と
に
よ
っ
て
、
勤
勢
所
得
の
一
租
税
負
携
は
企
業
の
税
税
負
携
?
と

は
会
〈
岡
野
"
の
J

仁
也
形
eT
帯
び
る
も
の
で
め
り
r
l
、
而
も
こ
れ
ぷ
各
同
闘
い
し
共
通
し
に
現
象
で
め
る
コ

第
一
に
所
得
を
生
余
る
根
源
は
其
の
人
の
身
憧
に
存
し
、
身
瞳
以
外
に
物
的
の
根
源
が
無
い
か
ら
.
勤
勢
所
得

は
物
的
財
産
に
闘
す
る
稲
穂
と
は
泣
交
渉
の
聞
係
に
あ
る
。
師
ち
静
的
財
産
税
、
動
的
財
産
税
、
財
産
収
益
税
、

財
産
流
通
税
の
如
き
も
の
は
原
則
と
し
て
課
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
勤
勢
所
得
に
直
接
に
課
せ
ら
れ
る
の
は
主

と
し
て
所
得
税
で
め
っ
て
、
所
得
税
の
各
種
の
控
除
規
定
特
に
見
聴
鮎
の
規
定
が
勤
勢
所
得
の
租
税
負
携
に
大
な

る
影
響
を
及
ぼ
し
て
来
る
。

第
二
に
勤
勢
所
得
に
所
得
税
を
課
す
る
場
合
に
は
勤
勢
所
得
以
外
の
所
得
に
所
得
税
を
課
す
る
場
合
よ
り
も
或

程
度
ま
で
負
据
を
軽
く
す
る
事
が
行
は
れ
る
。
こ
れ
勤
努
所
得
軽
課
財
産
所
得
重
課
の
精
神
の
現
は
れ
で
あ
る
。

第
三
に
枇
曾
保
険
料
及
び
間
接
消
費
税
の
負
携
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
勤
勢
所
得
に
て
生
活
せ
る
人
に

E
つ
て
は
、
枇
曾
保
険
に
加
入
す
る
事
は
必
然
的
の
も
の
で
あ
る
。
叉
勤
勢
所
得
は
人
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
消



費
生
活
と
密
接
な
る
関
係
ぞ
有
し
、
従
っ
て
消
費
生
活
を
通
じ
て
課
せ
ら
れ
る
間
接
消
費
税
の
負
櫓
は
之
を
重
要

蔵
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
勤
勢
所
得
に
課
税
す
る
に
営
つ
て
は
、
他
の
企
業
所
得
仁
っ
き
考
慮
す
る
必
要
な
き
方
面
を
色
考
慮

す
べ
〈
、
又
他
の
企
業
所
得
に
て
営
然
重
調
す
べ
き
描
を
顧
慮
し
な
く
て
も
差
支
へ
な
い
場
合
が
あ
る
。
剖
ち
、

勤
時
労
所
得
の
租
税
負
曜
の
重
心
は
専
ら
所
得
税
ム
」
間
接
消
費
税
と
枇
舎
保
険
料
と
に
存
す
る
も
の
と
一
エ
ふ
事
が
出

羽根
る

..... 
酬圃.

勤
勢
所
得
の
租
耽
負
擦
に
つ
き
閣
燦
比
帳
全
試
み
る
に
官
り
、
所
得
税
と
間
接
消
費
税
と
枇
曾
保
険
料
と

の
三
つ
の
場
合
を
分
つ
事
と
す
る
。

所
得
税
の
中
で
勤
勢
所
得
と
関
係
の
め
る
も
の
を
普
通
所
得
税
と
超
過
所
得
税
と
に
分
つ
べ
〈
、
濁
逸
で
は
、

出口
r
C
2
5
2ぇ
2
2・
偽
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西
で
は

H
S
F
t
v
円山口『

-2
門
「
色
丹
m
E
g
g
-
S
F
一
「
町
田
市
門
円
・
と

F
H】
℃
九
山
仲
間
内
山
口

ι『白-∞=『】司

3
2
2・
英
国
で
は

E
n
o
g巾
門
戸
同
と

∞=『'昨日凶

と
伊
太
利
で
は

HEH)凸丸山切戸一}『見《一一円一仏一ユ
n
n
z
s
g
B
o
z
-町

と

H
E勺。一回
Z
E
E
-巾
5
2
Z『巾出口
-
B
E一昨0
・
北
米
合
衆
固
で
は
聯
邦
税
の

Z
2
2白
-
Z
H
と
切
己
『
ー
ダ
同
と
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
の

F
8
5
m
g
x
と
を
数
へ
る
事
が
出
来
る
。
此
等
の
所
得
税
の
中
で
普
通
所
得
税
に
於
て
は
主
と
し

て
勤
勢
所
得
聴
謀
、
最
低
生
活
費
見
除
、
扶
養
家
族
控
除
の
如
き
質
的
考
慮
か
榔
は
れ
、
超
過
所
得
穂
に
於
て
は

黒
準
税
率
を
採
用
し
て
小
所
得
軽
課
、
大
所
得
重
課
の
趣
旨
を
貫
〈
矯
め
に
‘
主
と
し
て
量
的
方
面
が
考
慮
せ
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

企
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披



企
業
と
租
税
負
据

第
三
十
七
巻

四
七

第
四
披

二
四

第
二
に
間
接
消
費
税
の
負
携
を
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
勤
労
所
得
者
は
間
接
消
費
税
ぞ
直
接
に
納
付
し
て
ゐ
な

い
が
、
間
接
消
費
税
が
商
品
の
債
格
の
中
に
包
合
せ
ら
れ
て
、
消
費
者
に
輔
嫁
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
間
接

に
之
を
負
躍
す
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
消
費
税
は
食
料
品
税
(
砂
糖
税
、
盟
税
、
肉
税
、
其
他
の
地
方
濁
立
税
)

't
飲
料
税
(
葡
萄
酒
税
、
安
酒
税
、
火
酒
税
、
酒
精
税
、
清
流
飲
料
税
、
其
他
の
地
方
濁
立
税
)
と
噌
好
日
間
柱
(
植

民
地
商
品
税
、
煙
草
税
)
と
享
雛
税
と
に
分
れ
る
。
所
得
税
が
累
進
の
傾
向
め
る
に
封
し
、
此
種
の
消
費
税
特
に

間
捜
消
費
税
は
逆
港
の
趨
勢
を
辿
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
一
は
枇
曾
保
険
料
モ
ふ
り
る
か
も
刊
明
制
枇
曾
保
険
が
軍
一
施
付
ら
れ
て
ゐ
る
闘
に
於

J

は
勤
妙
所
特
l
樹
し
一
輔

の
準
租
税
負
擦
と
な
る
の
で
あ
る
。
所
得
税
が
累
進
的
な
る
に
封
し
、
枇
舎
保
険
料
は
、
逆
進
的
作
用
を
有
し
て

ゐ
る
。

所
得
税
と
間
接
消
費
税
と
枇
曾
保
険
料
と
を
令
し
た
も
の
を
動
勢
所
得
の
租
税
負
擦
の
全
部
と
定
め
、
千

五
百
一
フ
イ
ヒ
ス
マ

Y
ク
よ
り
五
高
一
ア
イ
ヒ
ス
マ

Y

ク
に
至
る
各
所
得
階
級
に
於
け
る
勤
持
所
得
の
租
税
負
指
令
}
算

定
し
た
。
濁
逸
、
偽
蘭
西
、
英
国
、
北
米
合
衆
国
の
四
園
に
つ
き
勤
勢
所
得
が
租
税
を
負
描
指
し
て
ゐ
る
割
合
を
百

分
比
で
示
し
て
究
の
表
を
得
た
の
で
あ
る
。
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動
勢
所
得
一
か
租
税
を
負
措
す
る
割
合
を
見
る
に
、
千
五
百
-
フ
イ
ヒ
ス

M
Y

グ
の
所
得
階
級
の
所
ま
で
逆
進
の
傾
向
を
示
し
、

一〔)・ロ=一

人
・
回
口

?
z
z
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マ
M
Y

ク
よ
り
四
千
乃
至
入
千
ラ
イ
ヒ
ス
マ

其
の
後
は
一
時
し
て
、
累
進
の
趨
勢
を
辿
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

e
Q

。
而
し
て
北
米
合
衆
国
の
み
は
特
殊
の
勤
き
を
見
せ
て
ゐ
る
。

こ
の
間
の
消
息
を
一
層
明
確
に
示
す
潟
め
に
失

の
圃
表
を
作
製
し
た
の
で
あ
右
。

二
人
の
子
供
を
有
す
る
勤
勢
生
活
者
が
如
何
な
る
割
合
で
租
粧
を
負
措
し
て
ゐ

る
か
と
云
ふ
事
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

所
得
税
は
元
来
大
所
得
に
重
〈
課
し
、
小
所
得
に
瞳
〈
課
す
る
と
云
ふ
立
前
に
基
き
、
所
謂
累
準
主
義
を
採
用
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
小
所
得
に
於
て
は
間
接
消
費
税
と
枇
曾
保
険
料
と
の
逆
進
主
義
が
力
強
〈
作
用
し
、

企
業
と
組
税
負
携

第
三
十
七
巻

四
七

第
四
披

主
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租
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負
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第
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C
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四
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四

第
四
挽

ー
ムノ、

所
得
税
の
累
準
主
義
に
打

ち
克
ち
、

結
局
の
所
は
逆

進
の
傾
向
が
現
は
れ
で
ゐ

る
の
で
あ
る
。
然
し
所
得

金
額
を
帯
し
て
所
持
階
級

じ)

疏

|限

界

遺

と

勤
勢
所
得
は
枇
舎
保

険
料
を
負
携
せ
ま
る
事
と

な
り
‘

更
に
間
接
消
農
暁

の
負
曜
を
戚
中
る
程
度
が

微
弱
と
な
り
、

蕊
に
所
得

税
の
累
進
主
義
が
充
分
に

政
官
掠
せ
ら
れ
て
来
る
の
で

あ
る
。



三
、
企
業
の
諸
形
態

企
業
所
得
は
各
種
の
生
産
要
素
の
結
合
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
勤
勢
所
得
に
比
較
す
る
と
一
層
複

雑
な
る
所
得
形
鵡
を
と
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
各
種
企
業
の
中
で
も
農
業
は
業
の
生
産
要
素
が
限
定
せ

一
ら
れ
、
且
つ
地
方
的
に
見
て
特
殊
の
事
情
に
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
本
研
究
よ
り
之
を
除
き
、
結
局
商
工
業

の
み
の
所
得
を
扱
ふ
事
と
す
る
。
商
工
業
に
於
て
は
各
種
の
生
産
要
素
が
複
雑
に
交
錯
し
、
業
の
生
産
す
る
商
品

は
岡
際
経
済
と
密
接
な
る
開
係
佐
有
し
て
ゐ
る
の
で
J

の
る
。

企
業
の
締
傍
形
般
は
之
金
大
別
し
亡
個
人
経
骨
'
之
官
枇
経
秒
間
と
の
二
っ
と
す
ぺ
く
、
而
し
て
近
代
的
経
骨
形
態

と
し
て
は
曾
祉
経
替
の
企
業
が
重
要
で
あ
る
。
故
に
蛮
に
は
問
題
を
曾
枇
企
業
に
限
定
し
、
支
の
租
税
負
憶
の
圃

際
比
鞍
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。
然
し
企
業
形
態
と
云
つ
で
も
、
其
の
内
容
は
各
国
に
よ
り
異
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
調
逸
帝
国
統
計
局
の
分
類
に
従
ひ
、
園
式
に
表
示
す
れ
ば
、
失
の
如
き
結
果
を
得
る
の
で
あ
る
。

調 日

迭 本

Kn.urmann 
|商

(商 法〉
人

0町ene 合
I-Iandelsgesellschaft 

曾名枇
(商 法〉

Kommanditgesellschaft 
令曾資枇

(商 法〉

Ah.tiengesellschaft 霊株式
(商 法)

Commanditgesellschaft ! 曾赤土資株式合、
auf Aktien 

(商法〉

Gesellschaft mit 含社任有責限
beschrankter Haftung 

(一八九二年の法律、)
其後の改正

商
人
は
濁
逸
、

悌
蘭
西
目
、
伊
太
利

の
三
国
に
共
通

し
、
合
名
曾
祉
、

合
責
舎
祉
、
株
式

含
枇
は
濁
逸
、
骨
咋

企
業
と
租
税
負
槍
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四
七
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第
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務
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七
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第
四
時
制

八

圃

偽
蘭
面
、
伊

太
利
、

北
米
合
衆

闘
の
五
固
に
共
通

し

株
式
合
費
曾

j吐

有
限
責
任
曾

仕
は
‘

濁
逸
、
偽

蘭
菌
、

伊
太
利

圃
に
共
通
し
、
悌

蘭
西
に
濁
特
の
も

の
と
し
て
は
、

∞O
門
戸
小
宮
山
酔

nmH句
rmH-

〈
戸
ユ
白

σ-m

eT
藩
・
げ

る
事
が
出
来
る
の

で
あ
る
。

一一
企
業
の
麗

替
形
態
は
個
人
経



北
米
合
衆
岡

Partn町 ship

(一丸一九年四法律)

Limited Partnership 

Bus iness corpora tion 

(一九二三年一九二九年)
白法律

(一九三三年の法律)

替
よ
り
進
み
て
品
目

祉
経
替
と
な
り
、

舎
祉
経
替
に
於
て

も
個
人
的
色
影
の

濃
厚
な
る
合
名
曾

枇
よ
り
馳
抗
議
し
で
純
然
に
る
抜
人
組
織
に
お
株
式
曾
枇
〈
湖
北
の
九
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の
で
あ
る
。
従
っ
て
株
式
曾
枇
は
経
替
形
態
の
最
も
純
化
し
た
名
・
も
の
で
あ
っ
て
、
株
式
舎
祉
の
所
得
は
個
人
勤

勢
所
得
に
劃
し
て
著
し
き
封
照
を
な
す
も
の
で
め
る
。
故
に
企
業
の
租
税
負
携
を
研
究
す
る
に
営
つ
で
も
専
ら
問

題
を
株
式
曾
祉
の
租
税
負
携
に
限
る
事
と
す
る
。

商
工
業
を
替
む
株
式
舎
祉
に
於
て
も
、
資
本
中
心
の
企
業
と
取
引
中
心
の
企
業
と
勤
勢
中
心
の
企
業
と
に
よ
っ

て
其
の
鰹
管
方
法
を
異
に
す
る
と
同
時
に
租
税
負
携
の
態
様
を
も
異
に
す
る
結
果
と
な
る
。
故
に
株
式
舎
一
祉
の
租

税
負
携
を
比
鞭
す
る
に
営
つ
で
も
、
此
等
三
種
の
株
式
曾
枇
を
一
律
に
論
争
る
事
を
避
け
、
各
場
合
に
躍
じ
て
租

積
負
携
の
程
度
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

株
式
含
駐
は
其
の
成
立
し
て
存
績
し
、
企
業
活
動
を
績
け
、
最
後
に
解
散
す
る
に
至
る
ま
で
凡
て
の
岬
粧
品
百
階
段

に
臆
じ
て
各
種
の
租
視
を
負
携
す
る
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
株
式
曾
祉
が
存
績
す
る
以
上
は
所
得
の
有
無
に
拘
ら
十

企
業
と
租
税
負
携

第
三
十
七
血
管

第
四
披

丸

四
七
七



企
業
と
租
税
負
槍

第
一
一
一
十
七
巻

四
七
八

第
四
競

。

租
税
を
負
携
し
、
取
引
を
行
ふ
以
上
は
租
税
を
負
躍
し
、
勢
働
者
が
働
〈
以
上
は
枇
舎
保
険
料
を
負
携
し
、
更
に

所
得
を
牧
め
る
際
に
は
官
然
に
租
税
ぞ
支
梯
ふ
の
で
あ
る
。
市
し
て
株
式
曾
祉
の
成
立
と
解
散
左
の
際
に
色
相
営

の
租
税
を
負
携
す
る
事
と
な
る
。
株
式
舎
一
祉
の
租
税
負
携
を
研
究
す
る
以
上
は
、
此
等
の
諸
階
段
に
腰
じ
て
全
面

的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

か
く
し
て
株
式
舎
世
某
れ
白
睦
と
し
て
租
税
を
負
携
す
る
の
で
あ
る
が
、
株
式
舎
一
位
よ
り
配
営
金
、
債
権
利
子
、

勢
賃
を
受
取
り
た
名
人
が
そ
れ
ぞ
れ
租
税
を
負
憶
す
る
の
で
あ
る
。
印
ち
株
式
曾
枇
は
内
部
資
本
の
供
給
者
に
る

株
主
じ
配
皆
金
を
興
へ
、
外
部
資
本
の
供
給
者
仁
る
一
肱
僚
機
者
に
刺
子
を
掛
ひ
、
被
傭
者
に
勢
賃
を
支
出
す
忍
事

と
な
ふ
。
而
じ
て
株
主
は
其
の
配
営
金
に
卦
し
.
世
債
権
者
は
業
の
利
子
に
脅
し
、
被
傭
者
は
業
の
勢
賃
に
劃
し

各
種
の
租
税
を
負
携
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
株
式
曾
祉
の
企
業
経
替
を
廻
っ
て
生
十
る
租
税
負
携
を
全
面
的
に
考

察
す
る
矯
め
に
は
、
株
式
曾
枇
ぞ
れ
自
瞳
の
租
税
負
権
以
外
に
株
式
曾
祉
に
閥
係
深
き
此
等
の
諸
営
事
者
の
租
税

負
婚
を
も
併
せ
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

目
、
曾
融
企
業
の
租
韓
負
撞

上
越
の
如
〈
曾
祉
企
業
の
租
税
負
擦
は
之
を
庚
義
と
狭
義
と
の
こ
つ
に
分
つ
事
が
出
来
る
。
渡
義
に
於
て
は
業

の
企
業

'e替
h
u
曾
枇
そ
れ
自
瞳
の
租
税
負
携
の
み
を
意
味
し
、
贋
義
に
於
て
は
其
の
企
業
を
管
h
u
舎
祉
の
負
揮
す

る
租
税
以
外
に
曾
世
E
密
接
な
る
関
係
に
め
る
諸
営
事
者
の
負
携
す
る
租
粧
を
も
加
算
し
、
租
税
負
携
を
考
察
せ



ね
ば
な
ら
な
い
。
株
式
曾
祉
に
つ
き
先
づ
狭
義
の
租
税
負
擢
を
調
査
し
失
に
贋
義
の
租
粧
負
擦
に
移
る
事
と
す
る
。

-
株
式
合
一
祉
を
責
本
中
心
の
企
業
左
州
労
働
中
心
の
企
業
と
取
引
中
心
の
企
業
と
に
分
ち
、
狭
義
の
租
税
負
捨

を
濁
逸
と
偽
蘭
西
と
英
国
と
伊
太
利
k
北
米
合
衆
固
と
に
つ
い
て
調
査
す
る

U

一
九
三
二
年
一
月
一
日
現
在
に
於

て
過
去
十
二
年
間
竿
に
わ
た
り
盆
金
に
劃
す
る
租
税
負
携
の
百
分
比
を
示
す
と
女
の
如
く
で
あ
る
。
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企
業
主
租
税
負
矯

第
三
十
七
巻

四
八

O

第
四
披

狭
義
の
租
税
負
携
を
分
ち
て
「
鰹
管
財
産
の
課
税
」
と
「
取
引
の
課
税
」
と
「
粧
管
利
得
の
課
税
」
と
「
枇
曾
保
険
料

めの
て負
置構
j、L-

?ごと
のに
で ν

2富
故長
此立
等要

員語
積算

書誌
を係
調今

季五
主z
よ I4

4霊
園財
?産
j}-; OJ 

業課
そ税
れ¥L一
自の
韓中
のに
租包
枕合
負せ
携し

を
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
る
。

第
二
は
株
式
曾
駐
の
庭
養
の
租
税
負
慢
で
あ
芯
。
株
式
曾
枇
は
、
宜
刊
の
総
益
金
よ
り
株
主
に
配
営
金
佐
典

ー
一

へ
、
枇
債
権
者
に
利
子
を
支
榔
ぴ
、
被
傭
者
に
賃
金
を
支
出
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
の
配
常
金
、
利
子
、

賃
金
に
封
し
、
称
主
、
枇
債
権
者
、
被
傭
者
は
そ
れ
ぞ
れ
租
視
を
負
轄
す
る
事
と
な
る
。
此
等
の
租
税
負
携
な
金

部
合
し
た
も
の
を
庚
義
の
租
税
負
携
と
云
ふ
。
狭
義
の
租
税
負
携
の
場
合
と
同
じ
く
、
株
式
舎
粧
を
資
本
中
心
の

企
業
と
拙
労
働
中
心
の
企
業
と
取
引
中
心
の
企
業
と
に
分
ち
、
五
ヶ
固
に
つ
き
圃
際
比
較
を
試
み
る
。
「
株
式
舎
祉

が
支
梯
っ
た
賃
金
、
俸
給
、
賞
奥
、
債
務
利
子
」
診
「
株
式
曾
枇
の
盛
金
」
に
加
へ
た
も
の
を
分
母
と
し
、
租
税
負

携
を
百
分
比
で
示
し
て
、
次
の
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

資本中

心、
の

業

計 故鑑老の者E舗陸及者嘘業他緑重脊役 緑芝胃祉の

ー負のの負

槍 櫨債槍負 据
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負

櫓

一=了一一六一・
A
Z

D
・
園

Z

-
回
。
E
回

一一九・凡六
-一六・
E

口
六・九九一・豆一島

内・正九

五
日
@
毘
一
色

七・七八
一一・内一

c
・
国
一
品

E

・六人
六・五ニ

一一六・ロ=一

一一・四七↑

一・六一一一

一
了
定
一

回一'ー、
μ

一

Z

・八口一・五一一ハ
ロ・五{〕

五・吉一一・=完

主
・

3

一
一・五七

ロ・一一回
子
一
六

一一・王丸
一石・六五一

回
ん
五
一

0

・ん正一

ゴ一・勺コ一

j

i

l

-

-

八・一一回一

五・一一(ん一

一・口八一

一
了
九
八
一

一
川

γ
八
八

車・-一一一一-

D

・七
Z

D

・ヌ
ロ
・
豆
一

回・回也

第
一
は
株
式
舎
枇
ぞ
れ
自
身
の
負
槍
で
あ
っ
て
、
狭
義
の
租
税
負
携
に
該
営
す
る
詳
で
あ
る
。
第
二
は
株
主
及

び
監
査
役
が
其
の
得
た
る
配
営
金
賞
輿
金

μ
罰
し
て
支
掛
ふ
租
税
で
あ
る
。
第
三
は
祉
債
権
者
宴
他
の
債
権
者
が

其
の
受
取
り
た
る
資
本
利
子
に
封
し
て
負
携
す
る
租
暁
で
あ
る
。
第
一
一
一
は
株
式
曾
枇
に
勤
務
せ
る
被
傭
者
が
業
の

受
〈
る
所
の
俸
給
賃
金
に
闘
し
て
支
梯
ふ
租
税
で
あ
る
。
此
等
の
租
税
負
地
唱
を
合
計
す
る
事
に
よ
つ
で
株
式
曾
世

が
純
粋
に
負
櫓
ず
る
租
穂
を
金
一
部
網
羅
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

三
株
式
曾
枇
な
る
企
業
経
替
が
贋
義
に
於
て
負
携
す
る
租
税
は
勿
論
、
狭
義
に
於
て
負
指
す
る
租
税
も
各
闘

に
よ

h
異
り
、
且
つ
園
穂
地
方
税
の
全
轄
に
及
ん
で
ゐ
る
。
慢
り
に
例
を
株
式
舎
一
祉
の
糎
替
利
得
の
課
税
に
限
定

し
、
過
去
十
二
年
間
宇
の
租
税
負
携
帯
伊
明
か
に
す
る
。

濁
逸
の
ぺ

y
p
ン
に
あ
る
株
式
舎
枇
は
、
帝
国
税

企
業
と
租
税
負
掠

肉
。
円
勺

RR-HF『

g
g
z何
時
と
地
方
税

P
E由回一印

nr
の
町
翌
日
宮
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第
三
十
七
巻

四
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四
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企
業
と
租
税
負
擢

第
三
十
七
巻

四
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第
四
時
現

四

内
『
円
『
担
問
出
R
z
m
『
と
を
負
推
す
る
の
で
あ
る
。

悌
蘭
西
の
株
式
曾
祉
は

-
2
1押
さ
「

-
g
u
b耳
目
円
巾
印
】
コ
岳
山
三
白
一
回
百
円
円
。
ョ
ヨ
同
月
一
E
同
を
負
携
す
る
の
で
あ
る
。

英
圃
の
株
式
曾
祉
は

F
B
B巾門戸同

(
m
n
Z
E一
白
む
)
を
負
携
す
る
。

伊
太
利
の
株
式
曾
世
は
吉
℃
O
E
E
一
『
旦
吾
ご
一
一
『
一
円
円
一
5
2
5♀
-F
を
負
躍
す
る
。

北
米
合
衆
国
の
株
式
曾
祉
は
?
=
内
一
回
一
=
Z
H
D
ロ
宮
山
一
ロ
ロ
油
田
円
。
『
円
)
C
E
E
D
ま
と
門
員
。
=
円
。
コ
)
C
E
E
C
E
(
H
R
O言
問

円
日
早
と
か
ι
負
揮
す
る
。

最
も
単
純
な
る
場
合
で
あ
る
鰹
普
利
得
の
課
税
に
つ
い
て
も
斯
〈
の
如
〈
で
あ
る
。
況
ん
や
企
業
経
替
の
全
檀

一
層
事
情
が
複
雑
し
て
く
る
。
而
し
て
圃
際
経
掛
関
係
の
密
接

な
る
今
日
に
於
て
租
税
は
コ
ス
ト
と
し
て
直
ち
に
企
業
に
響
い
て
く
る
。
租
税
の
限
度
を
知
る
矯
め
に
は
、
困
難

に
つ
き
其
の
租
税
負
携
を
研
究
す
る
と
な
る
と
、

で
は
め
る
が
、
企
業
の
租
税
負
携
の
国
際
比
較
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。

玉
、
企
業
の
租
韓
負
揖
の
園
際
比
較

以
上
動
勢
所
得
の
租
税
負
携
と
企
業
所
得
の
租
税
負
携
と
を
重
要
諸
国
に
つ
き
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
勤
勢
所

得
と
企
業
所
得
と
に
よ
り
負
据
割
合
も
具
な
り
、
更
に
同
じ
企
業
所
得
で
あ
っ
て
も
、
資
本
中
心
の
企
業
と
取
引

中
心
の
企
業
と
帥
労
働
中
心
の
企
業
と
の
聞
に
差
が
あ
る
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
又
企
業
の
組
織
の
最
も
後
達
し

た
舎
枇
組
織
に
あ
っ
て
は
、
第
一
に
其
の
存
立
に
際
し
課
税
せ
ら
れ
、
第
二
に
企
業
利
潤
を
牧
め
る
事
に
課
税
せ

ら
れ
、
第
コ
己
解
散
に
際
し
課
税
せ
ら
れ
、
曾
祉
の
後
生
よ
り
消
滅
に
至
る
此
等
の
諸
階
段
を
綿
て
考
慮
す
る
必



要
の
あ
る
事
を
示
し
た
。

国
際
的
租
税
負
携
の
数
字
と
し
て
は
、
一
国
民
の
負
携
す
る
租
積
額
を
分
子
と
し
風
民
所
得
を
分
母
と
し
二
略

者
の
比
率
が
算
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
昭
和
四
年
と
昭
和
五
年
と
じ
於
け
る
此
種
の
数
字
は
突
の
如
〈
で
め
る
。
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組

山
川
清
一
同
一

ι

一
一
租
枕
及
び
社
曾
負
一
一
一

枕
一
枇
曾
負
櫓
婚
が
圃
民
所
得
に
一
一
凶
民
所
得
一
租

一
一
占
む
る
割
合
(
%
と
一

唯一、咽石、一区ご恒
L

-

E

O

旬
、
-
=
情
コ
Z
4
、一山一

B

二

一

一

一

一

4

一
一
:
い
一

竺一、一詣八一

1

一

重

工

-
D

一一一一六九・六五回一

ノニ
j

一

一
口
、
呈
ー
一
二
・
一
元
一

l
一

和

五

年
一
一
租
税
及
び
社
合
負

積
一
社
曾
負
櫓
一
捷
一
が
踊
民
所
得
に

一
一
占
む
る
割
合
(
%
)
E

5
3
ι
コ一

J
L
3
-
3
一

三

-

6

3

パ
一
一
い
パ
パ
一
ト
い
〕

事
A

L

主
一
ニ
一
匹
穴
ハ
一
二
二
・
4
4

前
表
に
よ
る
と
、
昭
和
四
年
に
於
て
は
、
濁
逸
の
租
税
負
櫓
が
最
も
重
〈
、
偽
蘭
西
、
英
園
、
北
米
合
衆
圃
が

之
に
次
ぎ
、
昭
和
五
年
に
於
て
は
濁
逸
.
英
園
、
悌
蘭
西
の
順
序
と
な
る
。
我
闘
の
租
税
負
権
額
は
種
々
の
立
場

よ
り
之
を
算
定
す
る
事
が
出
来
る
が
、
大
韓
に
於
て
昭
和
四
年
度
は
十
七
億
三
千
七
百
高
園
、
昭
和
五
年
度
は
十

六
億
三
千
五
百
高
固
と
な
っ
て
ゐ
る
。
之
に
封
し
比
鞭
せ
ら
る
べ
き
圃
民
所
得
の
数
字
は
l

1
只
今
内
閣
統
計
局

に
て
調
査
中
で
あ
る
が

1
l大
藤
省
の
愛
表
せ
る
暫
定
的
数
字
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
五
年
に
は
百
三
十
三
億
八
千

一
一
百
高
固
に
の
ぼ
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
我
圃
民
の
負
躍
し
て
ゐ
る
租
税
炉
、
園
民
所
得
に
占
む
る
割
合
は
、
昭
和
四

年
度
に
は
一
三
・

O
%
、
昭
和
五
年
度
に
は
一
二
・
二

μ
と
な
る
の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
数
字
を
信
や
る
事
が
出
来

れ
ば
、
我
国
民
の
租
税
負
曜
は
濁
逸
、
品
開
蘭
西
、
英
国
よ
り
は
曜
く
、
北
米
合
衆
圃
よ
り
は
重
い
と
云
ふ
事
に
な

企
業
と
租
税
負
世
相

第
三
十
七
巻

四
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四
時
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企
業
と
租
税
負
措

第
三
十
七
巻

四
八
四

第
四
貌

占，、

る
。
然
し
此
種
の
考
へ
方
は
少
く
と
も
二
つ
の
難
貼
に
逢
着
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
園
民
所
得
の
概
念
の
定
め

方
如
何
に
よ
り
数
字
が
伸
縮
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
同
一
金
額
の
租
税
負
躍
で
あ
っ
て
も
、
配
分
方
法
の
如
何

に
よ
り
殺
果
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
暫
〈
お
き
、
第
二
の
問
題
に
つ
き
考
察
を
試
み
る
。

現
行
の
租
税
は
軍
一
一
視
に
よ
ら
争
、
総
て
複
税
制
度
を
と
っ
て
ゐ
る
。
従
て
租
粧
の
組
合
せ
如
何
に
よ
り
財
界

に
及
ぼ
す
影
響
が
異
っ
て
〈
る
。
租
税
の
組
合
せ
ば
之
を
二
つ
に
分
つ
事
が
出
来
る
。

一
は
平
面
的
に
考
へ
て
肱

穂
を
如
何
に
選
捧
す
る
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
我
圃
の
現
在
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
財
産
税
、
買
上
積
の
如
き
も
の

を
設
く
べ
き
か
否
か
が
葉
mw
賓
例
で
み
る
。
第
二
は
立
酷
的
に
考
へ
て
闘
税
と
地
方
税
と
を
如
何
に
組
合
す
か
の

問
題
で
あ
っ
て
、
内
務
省
が
主
張
し
て
ゐ
る
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
の
如
き
一
例
で
あ
る
。

租
税
制
度
に
於
て
租
税
の
立
鯉
的
及
び
平
面
的
の
組
合
せ
が
都
合
好
〈
祈
げ
ば
、
企
業
は
相
営
の
程
度
ま
で
増

税
又
は
新
粧
を
負
携
し
得
べ
〈
.
組
合
せ
が
宜
し
き
を
得
な
い
と
、
新
穂
又
は
増
税
は
企
業
に
致
命
的
の
影
響
を

あ
た
へ
る
。
企
業
に
及
ぽ
す
租
税
負
轄
の
影
響
を
研
究
す
る
に
営
つ
て
は
、
租
税
法
営
基
礎
と
し
て
立
法
者
の
意

志
を
窺
ひ
、
租
税
統
計
を
基
礎
と
し
て
立
法
者
意
志
の
賓
際
的
殻
果
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
J

こ
の
税
法
的

研
究
と
統
計
的
研
究
と
を
調
和
し
、
総
て
の
租
税
に
全
面
的
に
研
究
を
進
め
て
行
〈
と
企
業
の
租
税
負
櫓
の
国
際

的
比
較
に
つ
き
明
確
な
る
判
断
を
下
す
事
が
出
来
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
企
業
の
租
税
負
携
を
研
究
す
る
に
営
つ

て
は
1

従
来
の
概
念
的
の
考
へ
よ
り
一
歩
を
建
め
、
之
を
見
な
ほ
す
必
要
が
あ
る
。


